
 

 

 

 

 

低 圧 季 時 別 電 力 

（ 選 択 約 款 ） 

 

 

 

 

平成24年７月１日 実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九 州 電 力 株 式 会 社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年６月 20 日 届 出 

 



 

低圧季時別電力（選択約款） 目－１

低 圧 季 時 別 電 力 
目    次 

 

Ⅰ 本     則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

１ 目     的 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

２ 選択約款の届出および変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

３ 適 用 範 囲 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

４ 契 約 電 力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

５ 季節区分および時間帯区分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

６ 料     金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２ 

７ 使用電力量の計量 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４ 

８ 契 約 期 間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４ 

９ そ  の  他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５ 

 

Ⅱ 実 施 細 目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

 

附     則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７ 

別     表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９ 

 



 

低圧季時別電力（選択約款） －1－

Ⅰ  本      則 

 

 

１ 目     的 

この選択約款は，季節別時間帯別に設定された料金によって，より電力

需要の少ない時間帯への負荷移行を促進し，電力設備の効率的な使用に資

することを目的といたします。 

 

２ 選択約款の届出および変更 

 この選択約款は，電気事業法第19条第12項の規定にもとづき，経済産

業大臣に届け出たものです。 

 当社は，経済産業大臣に届け出て，この選択約款を変更することがあ

ります。この場合には，電気料金その他の供給条件は，変更後の選択約

款によります。 

 当社は，電気供給約款（平成24年６月20日届出。以下「供給約款」と

いいます。）を変更した場合には，この選択約款を変更いたします。 

 

３ 適 用 範 囲 

供給約款の低圧電力の適用範囲に該当する需要で，お客さまがこの選択

約款の適用を希望される場合に適用いたします。 

 

４ 契 約 電 力 

契約電力は，供給約款の低圧電力に準じて定めます。 

 

５ 季節区分および時間帯区分 

 季節区分は，次のとおりといたします。 

イ 夏     季  
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毎年７月１日から９月30日までの期間をいいます。 

ロ そ の 他 季  

毎年10月１日から翌年の６月30日までの期間をいいます。 

 時間帯区分は，次のとおりといたします。 

イ 昼 間 時 間  

毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。 

ロ 夜 間 時 間  

毎日午前０時から午前８時までおよび午後10時から翌日の午前０時

までの時間をいいます。 

 

６ 料     金 

料金は，早収期間内に支払われる場合には早収料金に別表１（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）によって算定された再生可能エネルギー発

電促進賦課金を加えたものとし，早収期間経過後に支払われる場合には遅

収料金に別表１（再生可能エネルギー発電促進賦課金）によって算定さ

れた再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。ただ

し，供給約款27（料金の算定）イの場合で，需給契約が消滅したときに

供給約款28（日割計算）に準じて日割計算をしてえた料金については，早

収料金に別表１（再生可能エネルギー発電促進賦課金）によって算定さ

れた再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。 

 早 収 料 金  

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,

基本料金は，ハによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引

または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表２

（燃料費調整）イによって算定された平均燃料価格が26,500円を下回

る場合は，別表２（燃料費調整）ニによって算定された燃料費調整額

を差し引いたものとし，別表２（燃料費調整）イによって算定された
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平均燃料価格が26,500円を上回る場合は，別表２（燃料費調整）ニに

よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

イ 基 本 料 金  

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，契約電

力が0.5キロワットの場合の基本料金は，契約電力が１キロワットの

場合の基本料金の半額といたします。また，まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は，半額といたします。 

 

契約電力１キロワットにつき １，２６０円００銭

 

ロ 電 力 量 料 金  

電力量料金は，その１月の時間帯別の使用電力量によって算定いた

します。 

 昼 間 時 間  

昼間時間の使用電力量のうち，夏季に使用された電力量には夏季

料金を，その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ

適用いたします。 

なお，その１月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には,

その１月の使用電力量をその１月に含まれる夏季およびその他季の

日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします｡ 

 

 夏 季 料 金 その他季料金 

１キロワット時につき １３円２３銭 １１円２２銭

 

 夜 間 時 間 

 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き ８円０５銭
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ハ 力率割引および割増し  

力率割引および割増しは，供給約款の低圧電力に準じて定めます。 

 遅 収 料 金  

遅収料金は，早収料金にその３パーセントを加えたものといたします｡ 

 

７ 使用電力量の計量 

 使用電力量の計量は，原則として各時間帯別に行ないます。この場合，

それぞれの使用電力量の計量は，供給約款26（使用電力量の計量）に 

準ずるものといたします。 

  なお，計量器の付属装置に各時間帯区分ごとの開始時刻および終了時

刻における計量値が記録され，遠隔操作での検針により確認できる場合

の料金の算定期間における各時間帯別の使用電力量は，各時間帯区分ご

との開始時刻および終了時刻における計量値の差引きにより算定された

値を各時間帯ごとに合算してえた値（乗率を有する電力量計の場合は，

乗率倍するものといたします。）といたします。この場合，計量器にお

ける各時間帯別の計量値の表示は省略いたします。 

 計量器を取り替えた場合には，料金の算定期間における使用電力量は，

供給約款26（使用電力量の計量）の場合を除き，取付けおよび取外し

した電力量計ごとにに準じて計量した使用電力量を合算してえた値と

いたします。 

 

８ 契 約 期 間 

 契約期間は，需給契約またはその変更が成立した日から，料金適用 

開始の日以降１年目の日までといたします。 

 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は，需

給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものとい

たします。 
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 契約期間満了に先だって，原則として供給約款の低圧電力に需給契約

を変更することはできません。 

 

９ そ  の  他 

 その他の事項については，供給約款の低圧電力にかかわる規定を準用

するものといたします。 

 この選択約款の実施上必要な細目的事項については，Ⅱ（実施細目）

によるものといたします。 
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Ⅱ  実 施 細 目 

 

 

（ 適 用 範 囲 ） 

この選択約款から供給約款の低圧電力に変更された後１年に満たないお客

さまについては，この選択約款を適用いたしません。 
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附        則 

 

 

１ 実 施 期 日 

この選択約款は，平成24年７月１日から実施いたします。 

 

２ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用開始 

別表１（再生可能エネルギー発電促進賦課金）に定める再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金単価は，平成24年７月の検針日以降に使用される電

気に適用するものとし，平成24年７月の検針日の前日までに使用される電

気には適用いたしません。 

 

３ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 

 お客さまが電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法（以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。）附

則第９条第１項に定める電気の使用者に該当する場合で，当社にその旨

を申し出ていただいたときは，平成24年７月の検針日から平成25年４月

の検針日の前日までの期間に使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は，別表１（再生可能エネルギー発電促進賦課金）に

かかわらず，零円といたします。 

 お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第１項の規

定により認定（当該認定に係る年度が平成24年度であるものに限りま

す。）を受けた場合で，お客さまから当社にその旨を申し出ていただい

たときは，別表１（再生可能エネルギー発電促進賦課金）にかかわら

ず，平成24年７月の検針日から平成25年３月の検針日（お客さまの事業

所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第５項または第６項の規定に

より認定を取り消された場合は，その直後の検針日といたします。）の



 

低圧季時別電力（選択約款） －8－

前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は，別表１（再生可能エネルギー発電促進賦課金）ロ

に準ずるものといたします。 
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別        表 

 

 

１ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

  再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，再生可能エネルギー特別

措置法第16条第２項に定める納付金単価に相当する金額とし，電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第

二項の規定に基づき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定め

る告示」といいます。）により定めます。 

  なお，当社は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ

当社の事務所に掲示いたします。 

 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

  に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，当該再生可能

エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされ

た年の３月の検針日から翌年の３月の検針日の前日までの期間に使用さ

れる電気に適用いたします。 

 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その１月の使用電力量に

に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いた

します。 

  なお，再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は，１円とし，そ

の端数は，切り捨てます。 

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第１項の

規定により認定を受けた場合で，お客さまから当社にその旨を申し出

ていただいたときは，お客さまからの申出の直後の３月の検針日から

翌年の３月の検針日（お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措
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置法第17条第５項または第６項の規定により認定を取り消された場合

は，その直後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該事業

所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は，イ

にかかわらず，イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として

算定された金額から，当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17

条第３項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可

能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗

じてえた金額（以下「減免額」といいます。）を差し引いたものとい

たします。 

  なお，減免額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

 

２ 燃 料 費 調 整 

 燃料費調整額の算定 

イ 平 均 燃 料 価 格  

原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸

入品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された

値といたします。 

なお，平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円

の位で四捨五入いたします。 

  平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天

然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価

格 

   α＝0.0848 
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   β＝0.2323 

   γ＝0.8667 

  なお，各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平

均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当た

りの平均石炭価格の単位は，１円とし，その端数は，小数点以下第１

位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価  

燃料費調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，燃料費調整単価の単位は，１銭とし，その端数は，小数点以

下第１位で四捨五入いたします。 

 １キロリットル当たりの平均燃料価格が26,500円を下回る場合 

          ＝（26,500円－平均燃料価格）×――――――― 

 １キロリットル当たりの平均燃料価格が26,500円を上回り，かつ,  

39,800円以下の場合 

          ＝（平均燃料価格－26,500円）×――――――― 

 １キロリットル当たりの平均燃料価格が39,800円を上回る場合 

 平均燃料価格は，39,800円といたします。 

          ＝（39,800円－26,500円）×――――――― 

ハ 燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費

調整単価は，その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

 

 

 

の基準単価 
1,000 

燃 料 費 
調整単価 

の基準単価 
1,000 

燃 料 費 
調整単価 

の基準単価 
1,000 

燃 料 費 
調整単価 
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平均燃料価格算定期間  燃 料 費 調 整 単 価 適 用 期 間

毎 年 １ 月 １ 日 か ら 
３月 3 1日までの期間 

その年の５月の検針日から６月の検針日
の前日までの期間 

毎 年 ２ 月 １ 日 か ら 
４月 3 0日までの期間 

その年の６月の検針日から７月の検針日
の前日までの期間 

毎 年 ３ 月 １ 日 か ら 
５月 3 1日までの期間 

その年の７月の検針日から８月の検針日
の前日までの期間 

毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 
６月 3 0日までの期間 

その年の８月の検針日から９月の検針日
の前日までの期間 

毎 年 ５ 月 １ 日 か ら 
７月 3 1日までの期間 

その年の９月の検針日から10月の検針日
の前日までの期間 

毎 年 ６ 月 １ 日 か ら 
８月 3 1日までの期間 

その年の10月の検針日から11月の検針日
の前日までの期間 

毎 年 ７ 月 １ 日 か ら 
９月 3 0日までの期間 

その年の11月の検針日から12月の検針日
の前日までの期間 

毎 年 ８ 月 １ 日 か ら 
1 0月 3 1日までの期間 

その年の12月の検針日から翌年の１月の
検針日の前日までの期間 

毎 年 ９ 月 １ 日 か ら 
1 1月 3 0日までの期間 

翌年の１月の検針日から２月の検針日の
前日までの期間 

毎 年 1 0 月 １ 日 か ら 
1 2月 3 1日までの期間 

翌年の２月の検針日から３月の検針日の
前日までの期間 

毎年11月１日から翌年 
の１月31日までの期間 

翌年の３月の検針日から４月の検針日の
前日までの期間 

毎年12月１日から翌年
の２月28日までの期間
（翌年が閏年となる場
合は，翌年の２月29日
までの期間） 

翌年の４月の検針日から５月の検針日の
前日までの期間 

 

ニ 燃 料 費 調 整 額  

燃料費調整額は，その１月の使用電力量にロによって算定された燃

料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

 基 準 単 価 

基準単価は，平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし，次のとお

りといたします。 

 

１ キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き １４銭２厘
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 燃料費調整単価等の掲示 

当社は，イの各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当た

りの平均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格，１トン当た

りの平均石炭価格およびロによって算定された燃料費調整単価を当社

の事務所に掲示いたします。 

 


